
令和元年１０月分使用料金より 
 

◆農業集落排水処理施設使用料金早見表（消費税込み）«１ヶ月あたり» 

一般家庭 

１人世帯 ２，３１０円 ６人世帯 ３，９６０円 

２人世帯 ２，６４０円 ７人世帯 ４，２９０円 

３人世帯 ２，９７０円 ８人世帯 ４，６２０円 

４人世帯 ３，３００円 ９人世帯 ４，９５０円 

５人世帯 ３，６３０円 １０人世帯 ５，２８０円 

事業所等 学校・施設等 

事業所割 

（３０人まで） 
１３，２２２円 １施設 ５，３０２円 

５０人 ２６，４２２円 

１００人 ３９，６２２円 

 

◆農業集落排水処理施設使用料金内訳（消費税抜き）«１ヶ月あたり» 

一般家庭 事業所等 学校・施設等 

世帯割 
１世帯あたり 

1,800円 事業所割 
１事業所あたり 

12,020円 １施設あたり 

4,820円 

人数割 

１世帯あたり 

300円 人数割 

３０人を超える場合 

１人あたり     240 円 

※一般家庭使用料＝｛世帯割＋（人数割×人数）｝×１．１０（１円未満切捨て） 

※事業所使用料（３０人まで）＝事業所割×１．１０（１円未満切捨て） 

事業所使用料（３０人超える場合）＝｛事業所割＋（人数割×総人数）｝×１．１０（１円未満切捨て） 

※学校・施設等使用料＝施設割×１．１０（１円未満切捨て） 

※家族人数・使用者に異動が生じた場合は、変更の届出が必要です。 

※届出の内容は翌月分に反映されます。 

 

 

 

 

お問い合わせ先                  

新庄市役所 上下水道課 下水道業務・普及室   

 ０２３３－２３－５１００（直通）   


